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事前放流の経緯について

資料１



事前放流

【事前放流とは】
事前放流は、治水の計画規模や河川（河道）・ダム等の施設能力を上回る洪水の発

生時におけるダム下流河川の沿川における洪水被害の防止・軽減を目的とする。

■事前放流のイメージ
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治水協定

●令和元年１２月１２日、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」において
「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」がとりまとめられた。

●本方針を受け、令和２年１月２１日に第１回協議の場を開催し、各水系の河川管理者、
ダム管理者及びダム参画利水者の協力のもと一体となって取り組むことを確認した。

●第２回協議の場では、①各水系の治水協定を５月中に締結すること、②操作規程等は
治水協定に基づき、速やかに変更・作成すること、③運用開始後も効果等を確認しながら
必要に応じてさらなる改善に努めることを合意した。

●令和２年５月２９日付けで、近畿地整管内の全ての一級河川で、治水協定を締結。

各水系で運用されているダムの洪水調節機能強化を推進するため、河川管理者並びに
ダム管理者及び関係利水者は、「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」
（令和元年１２月１２日 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議決定）に基づき、
河川について水害の発生の防止等が図られることとなった。
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ダム洪水調節機能協議会

【協議会の目的】

協議会は、昨今の水害の激甚化・頻発化に鑑み、緊急時において既存ダムの有効貯水
容量を洪水調節に最大限活用して水害の発生の防止等が図られるよう、今後、河川管理
者、関係利水者、関係行政機関の密接な連携の下、事前放流の取組をより効果的に実施
する必要があることから、洪水調節機能の向上の取組の継続・推進を図ることを目的とす
る。

【設立の背景】
令和３年５月１０日に「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」が公布

され、既存ダムの事前放流をより効果的に実施する必要があることから、河川法改正によ
り、利水ダム等の関係者が参画する「ダム洪水調節機能協議会」を創設し、洪水調節機
能の向上の取組の継続・推進を図ることとされた。

また、ダム洪水調節機能協議会が設立されたことにより、協議会構成員に協議に応じる
義務、協議が調った事項について尊重する義務が生じ、より既存ダムの洪水調節機能の
強化が図られる体制が整備された。
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ダム洪水調節機能協議会

【協議会の実施事項】

一 事前放流を実施するための河川管理者と関係利水者との間で締結した治水協定の
見直しに必要な協議。
二 河川管理者とダム管理者との間の情報網の整備に必要な協議。
三 事前放流の実施に必要となるダムの操作規程等への反映に必要な協議。

四 利水容量を洪水調節に最大限活用するための工程表の作成や見直し及び工程表に
基づく施設改良等の取組に必要な協議。

五 更に効果的に事前放流を実施するために必要となる降雨の予測精度の向上等に向
けた技術・システム開発に必要な協議。
六 その他、洪水調節機能の向上に必要な協議。

●事前放流の実施体制、連絡体制を確立するとともに、各水系毎にダム洪水調節機能協
議会規約等に基づき、出水期までにダム洪水調節機能協議会を開催する。ただし、上記
の実施事項を遂行するために、必要に応じて協議会を複数回開催することは妨げない。
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